
明日香村住宅地等造成事業に関する開発指導要綱  
                              最終改正 平成２９年４月３日 
（目的） 
第１条 この要綱は、本村における歴史的風土及び自然環境と調和した良好な住宅地等の創出を図

るため、住宅地等造成事業を行う者に対して、一定の基準により適正に誘導し、かつ、必要な指導

を行うことにより住宅地等造成事業の適正な施工と計画的な都市づくりに寄与することを目的と

する。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
（１）住宅地等造成事業 次条第１項の行為をいう。 
（２）事業者  開発事業を行う者をいう。 
（３）開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 
（４）公共施設 道路、公園、緑地、公共下水道、河川、水路、雨水貯留施設、消防水利施設及

び上水道その他公共の用に供する施設をいう。 
（５）公益施設 ごみ集積施設、集会施設等をいう。 
 

（適用範囲） 
第３条 この要綱は、本村において次のいずれかに該当する住宅地等造成事業を行う者（以下「事

業者」という。）に適用する。 
（１） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による許可及び同法第３５条

の２の規定による変更許可を要する事業 
（２） 建築物の新築を目的とした事業で、敷地面積５００㎡以上のもの 
（３） ５００㎡未満の住宅地等造成事業であっても分譲又は賃貸等を目的としたもの 
（４） 隣接、近接する２以上の区域において、１年以内に同一開発者又は同一開発者とみなさ

れる者が行う事業で、当該事業の面積が前各号の面積の要件に該当する事業 
（５） その他村長が、事前協議を必要と認める事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについてはこれを適用しない。 
（１） 自己の居住の用に供する住宅を目的とする事業 
（２） 国、奈良県又は明日香村もしくはこれに準ずる公共団体が行う事業 
（３） 都市計画事業又はこれに準ずる事業 
（４） 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による位置の指

定を受ける事業 
 

（開発計画の協議） 
第４条 事業者は、関係法令に基づく諸手続きを行う前に開発計画等について、本村の都市計画や



その他関連計画と整合を図るため、開発事業事前協議申請書（別紙１号様式）により、村長に協議

しなければならない。 
２ 前項の協議が整ったときは、村長は開発行為事前協議結果報告書（別紙５号様式）に協議、指導

事項を取りまとめ、村長と事業者の間で覚書（別紙４号様式）を取り交わすものとする。ただし、

村長が不要と認める場合はこの限りでない。 
 
（住民への協議） 
第５条 事業者は、開発区域に関係する自治会、隣接者及び利害関係者に対して、計画内容、安全対

策等について地元説明会等の方法により誠意を持って協議を行い、十分な合意形成を得るものと

する。特に排水計画については、水利組合、農業用水使用関係者等の同意を得た上で明日香村長

と協議・調整を行うものとする。 
２ 事業者は、前項の協議について協議経過報告書（別紙２号様式）により、村長に報告しなければ

ならない。 
 
（問題、紛争等への対応） 
第５条の２ 事業者は、住宅地等造成事業に利害関係のある住民等との間で当該造成事業に起因す

る問題、紛争が生じた場合又は生じるおそれのある場合は、当該住民等と必要な協議、調整を行

い、その解決に努めなければならない。 
 
（宅地開発計画） 
第６条 歴史的風土と調和した良好な住環境を将来にわたって確保するため、住宅地の１区画の最

低敷地面積を次のように定める。 
 
区 分 
 

        １戸建て  
長屋建・共同住宅等 開発面積 

１ｈa 以上 
開発面積 
１ｈa 未満 

第１種風致地区 ５００㎡以上 ５００㎡以上 １戸当たり１５０㎡以上 
（※建替えの場合は、 

１２０㎡以上） 
第２種風致地区 

 第３種風致地区 
２００㎡以上 

 
２００㎡以上 

 ※長屋建・共同住宅等の建替えで、１戸当たり１２０㎡とすることが出来るのは、明日香村にお

ける歴史的風土の保存に関する特別措置法（明日香法）制定以前に建築されたものに限る。 
  ただし、従前の戸数以下とすること。 
（公共施設等の施工） 
第７条 事業者は、施工地区内に次の公共施設を整備する場合、周辺の状況及び村の計画を勘案し

村長と協議の上、自己の費用で施工しなければならない。 
（１） 道路（舗装を含む） 
（２） 公園・緑地 
（３） 河川、水路、公共下水道、雨水貯留施設 



（４） 集会所  ただし、集会所の設置については、開発規模の面積に応じて別途協議するものと

する。 
（５） 消防施設（消火栓・防火水槽） 設置数、位置等については所管する消防署と協議するこ

と。 
（６） その他公益施設 
２ 事業者が、施工区域内に給水するために必要な施設は、明日香村水道事業管理者と協議のう

え、指示に従って施工し、一切の費用は、事業者が負担するものとする。 
３ 施工区域外で住宅地等造成に関連して必要とされる最小限度の公共施設についても、村長と協

議の上、自己の費用で施工しなければならない。 
４ 前項の規定にかかわらず、村長が当該施設の施工について必要でないと認めるものについて

は、この限りではない。 
 
（技術基準） 
第８条 開発計画に関する道路、公園、排水施設、公益的施設等の技術的細目については、奈良県

が公表する「開発許可制度に関する審査基準集（技術基準編）及び「宅地造成規制法に関する技

術基準等」（以下県審査基準という）を準用するものとする。ただし、擁壁については原則とし

て高さにかかわらず自然石による石積とする。 
 
（福祉対策） 
第９条 事業者は、施工区域内に設置する公共的施設については、奈良県すみよい福祉のまちづく

り条例施行規則第３条の「整備基準」に適合させるものとする。 
 
（環境衛生対策） 
第１０条 事業者は、施工区域内のし尿及び雑排水の処理については、公共下水道に接続し、処理

するものとし、施工区域内の公共下水道整備及びその整備に必要となる開発区域外の公共下水道

整備について、県審査基準及び村長との協議に基づき、自己の負担において施工しなければなら

ない。ただし、公共下水道未供用地域にあっては、合併処理浄化槽を設置し処理するものとす

る。 
２ 事業者は、排水施設（雨水）の整備について、開発区域及びその周辺に溢水等による被害が生

じないように計画し、県審査基準に基づき、自己の負担において施工しなければならない。 
 
（埋蔵文化財の保護） 
第１１条 事業者は、住宅地等造成事業を行う場合、事前に村教育委員会文化財課及び関係機関と

協議し、その指示に従わなければならない。 
 
（景観保全） 
第１２条 事業者は、施工区域が樹林地、丘陵地等で良好な自然環境を形成している土地であると

きは、原則として当該土地の区域内に風致保全緑地（自然の木竹が一体となって自然環境を形成



している土地の区域）及び自然宅地（自然の木竹を残したままの宅地）を設けるなど歴史的風土

に配慮した計画を行うものとする。 
２ 事業者は施工区域内での景観阻害要因（電柱・電線類等）となるものについては原則として、

地中化等を検討すること。検討の結果、地中化等が困難な場合は、電柱設置位置、本数等を十分

に村と協議し景観に配慮した措置を講ずるものとする。 
 
（緑地計画の設定・緑化協定の締結について） 
第１３条 事業者は、開発計画において樹木の植栽その他緑化に必要な措置について緑化計画を設

定し、履行確保に努めるものとする。 
２ 事業者は、前項による緑化計画の効果的な実施を図るため、原則として当該区域を一団地とし

た緑化協定を村長と締結するものとする。 
３ 前項に定める、緑化計画、緑化協定を定める住宅地等造成事業は、その施工区域の面積が、

１．５ha 以上のものとする。 
 
（公害対策） 
第１５条 事業者は、工事期間中、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪

臭等の公害並びに電波障害を防止するため、自己の負担において適切な措置を講じなければなら

ない。 
 
（工事の施工） 
第１６条 事業者は、工事期間中、一般交通に支障を生じないように安全対策を講じ、必要な場合

は、道路管理者及び所轄警察署と協議を行い、自己の負担において適切な措置を講じなければな

らない。 
２ 事業者は、住宅地等造成事業のため既存の公共施設を破損したときは、村長と協議の上、事業

者の負担により、当該破損箇所を原形に復旧しなければならない。 
 
（工事の検査） 
第１７条 事業者は、当該開発事業に関係する公共施設について、開発事業の工事は完了したとき

は、速やかに村長の検査を受けなければならない。 
 
（公共施設の管理引継ぎ等） 
第１８条 事業者は、都市計画法第３２条の協議における開発許可後に設置される公共施設の移管

及び当該公共施設の用に供する土地の帰属について、本要綱第４条第２項の覚書（別紙第４号様

式）提出時に、公共施設の範囲、時期、手続き等を明確にした協定書（別紙第３号様式）を村と

締結するものとする。 
 
（その他） 
第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度村長が定める 



 
附 則 この要綱は、昭和５３年 ６月３０日より施工する。 
附 則 この要綱は、平成 ９年 ９月 １日より施行する。 
附 則 この要綱は、平成１１年 ８月 ２日より施行する。 
附 則 この要綱は、平成２９年 ４月 ３日より施行する。 
  



第１号様式（第４条関係）                                     

開 発 行 為 事 前 協 議 書 
               平成  年  月  日 

明日香村長  森川 裕一  殿 
                 
                        申請者  住所 
                               

氏名            ○印  
                             TEL  
                        代理者 （              ） 
明日香村住宅地等造成事業に関する開発指導要綱第４条による事前協議を、下記により申し出ま

す。 
                    
                    記 

 
事 業 名  
行 為 地 高市郡明日香村大字 
計画地にお

ける土地利

用規制 

 面   積          ㎡ 
筆   数          筆 
現況 地目  
計画 戸数          戸 

目   的  計画 建物  
工事施工者 
名称 氏名 
連絡先 

 
 
  

土地利用計画 排水計画  
項目 面 積  ％  
宅地   
道路    備 考  
公園    
    
    道路計画  幅員＝      延長＝ 
   ※添付書類  ・位置図１／２５００ ・現況平面図・土地利用計画図 

       ・造成計画平面図及び断面図・排水計画図 ・各構造図 
       ・敷地丈量図・計画建物図（平面・着色立面・断面・配置図） 
       ・植栽計画図・登記簿謄本（写し可）・地籍図（写し可） 
       ・協議経過報告書（別紙第２号様式） 

   
   
   
合計   



 
第２号様式（第５条関係） 

             協 議 経 過 報 告 書 

 
明日香村長 森川裕一 殿 

 
事業者 住 所： 

                          氏 名：         ㊞ 
                       
 
 
明日香村住宅地等造成事業に関する開発指導要綱第５条の規定に基づき、利害関係のある住民との

協議の経過について報告します。 
 
 
開発区域の所在地  高市郡明日香村大字 
協 議 先 名  
協議先 代表者 住所： 

氏名：                  TEL 
 

日 時 場 所 出 席 者 協 議 内 容 
    

 ※関係者の意見、条件及び開発者側の回答内容等を要領よくまとめること。 
 ※利害関係者とは、総代、水利組合、開発区域隣接者、抵当権者をいう。  



第３号様式（第１８条関係） 
  

開発許可を受けた開発行為等により設置された公共施設の移管及び公共施

設の用に供する土地の帰属についての協定書 

乙は上記公共施設及び土地（高市郡明日香村大字       ）を、都市計画法第３６条の規

定に基づく公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証の交付後、すみやかに下記添付書

類を甲に提出し、同時に当該土地に存する所有権以外の権利をはずし、甲に移管、帰属します。 

                                平成  年  月  日 

                       甲  高市郡明日香村大字岡５５番地 
                           明日香村長  森川  裕一  ㊞ 

                            （※上水道は水道事業管理者） 

                       乙  住所 

                          氏名              ㊞ 

                    記   

 道路 公共下水道 

上水道消防水利 
公園・広場・緑地 水路・河川・雨水貯留 

（１）位置図 １／２５００    ○     ○     ○ 

（２）地籍図（公図）    ○     ○     ○ 

（３）土地利用計画図    ○     ○ ○   

（４）公共の用に供する土地の平面図    ○     ○     ○ 

（５）構造図    ○     ○     ○ 

（６）標準縦横断図    ○     ○     ○ 

（７）縦横断図    ○      ○ 

（８）施設平面図    ○     ○ ○  

（９）雨水排水平面図 縦断図    ○     ○     ○ 

（１０）公共の用に供する土地調書    ○     ○     ○ 

（１１）土地登記承諾書    ○     ○     ○ 

（１２）土地所有者の印鑑証明    ○     ○     ○ 

（１３）所有権移転登記嘱託依頼書    ○ ○       ○ 

（１４）資格証明書    ○     ○     ○ 

（１５）土地登記簿謄本    ○     ○     ○ 

（１６）その他必要とするもの    ○ ○      ○ 



第４号様式（第４条関係） 

 

                  覚 書 
 
 明日香村（以下「甲」という。）と        事業者名     （以下「乙」という。）と

は      事業名    について、明日香村住宅地等造成事業に関する開発指導要綱第４条

に基づき次のとおり覚書を交換する。 
 
 
第１条 甲及び乙は、明日香村住宅地等造成事業に関する開発指導要綱により協議した別途事項

を厳守し、誠実に履行するものとする。                                  

  
 第２条 甲は、乙が甲の指示する事項を厳守することを条件にこの開発計画に同意するものとす

る。  
 
第３条 甲は、乙がこの覚書に定める内容を履行しない場合は、開発行為の中止を請求するもの

とする。乙はこの請求にしたがい速やかに工事を中止し、自己の負担により開発行為以前の状

態に復旧するものとする。                                  
 
第４条 甲は、前条による請求があった場合において乙がその請求に従わないときは、乙の費用

をもって第三者をして、これをさせることを裁判所に請求することができる。 
 
第５条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上その取り扱

いについて定めるものとする。 
 
 この覚書の成立を証するため、本書２通を作成し双方記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 
 
 

                                平成  年  月  日    
 
 

甲  高市郡明日香村大字岡５５番地 
                       明日香村長   森川  裕一   ㊞    
 
                    乙   
                                        ㊞   
    



第５号様式（第４条関係） 

              開発行為事前協議結果報告書 

                               平成  年  月  日 
                         明日香村長 森川裕一 

表記の件について、下記の指導及び協議事項について十分留意・尊重して開発行為を実施すること。 

申 請 者 住 所  
申 請 者 氏 名  
行 為 地  
目 的  
委 任 者  
 
担 当 課 指導及び協議事項について 

総 合 政 策 課 
 

総 務 財 政 課 
 

住 民 課 
 

健 康 づ く り 課 
 

地 域 づ く り 課 
 

産 業 づ く り 課 
 

教 育 文 化 課 
 

文 化 財 課 
 

  



              
     

①事前相談（奈良県建築課・中和土木事務所建築課） 

 
  

 ②事前相談（明日香村 総合政策課） 
             （造成計画、建物計画を事前に相談、打合せ） 
 
 
 
               ③開発事業事前協議申請書の受付（開発指導要綱第４条） 
                       （１号様式・２号様式添付）                      

（総合政策課へ２部提出） 
               ※書類審査・現場審査後、必要に応じ事業者へ補正指示 
               ※建物計画、外構・植栽計画も審査対象となります 
 
 
 
       
              ④関係各課合議（意見・指示事項の聴取） 
               ・総務財政課・地域づくり課・産業づくり課 
               ・住民課・教育文化課・文化財課・健康づくり課 
 
 
 
 
       ⑤総合政策課にて意見・指示事項の取りまとめ 
                         （開発指導要綱第４条第２項） 
 
 
 
 
       ⑥覚書・協定書の締結（開発指導要綱第４条第２項・第１８条） 
                           （４号様式・３号様式添付） 

（明日香村との事前協議完了） 
                            次ペ－ジへ 
 

明日香村開発事業事前協議申請の流れ 

期
間

 
３

週
間

程
度

 



                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
                      審査 （開発審査会） 

 
 
 
 
 
 
 
    明日香村 総合政策課へ 4 部提出 

 
 
 
                           開発許可申請提出と同時期に提出     

 
 
                                                                        審査 

 
 
       審査 

 
                     同日許可   
                                                                         

明日香村との事前協議完了後 

市街化区域の場合 市街化調整区域の場合

開発（建築）行為事前協議申請書提出 

中和土木事務所へ 

県庁・建築課へ 

事前協議了承通知 

都法 29 条 開発行為許可申請書提出 

中和土木建築課へ 

県庁建築課へ 

許可 

歴史的風土特別保存地区内許可申請書 

風致地区内行為許可申請書 

景観区域内行為許可申請書 

を明日香村総合政策課へ提出 

許可 

※注 開発許可申請と歴史的風土特別保存地区内行為許可申請等は、同日許可です。 


